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中央非常通信協議会構成委員 殿 

 

                   中央非常通信協議会 

                   （総務省総合通信基盤局長） 

                    会長   有冨 寛一郎 

 

 

台風、集中豪雨及びテロ災害等における非常通信の円滑な実施体制の確保について 

 

昨年度は地震、台風、集中豪雨等の自然災害が多発し、人命や財産等に多くの被

害があったことを踏まえ、非常通信協議会におきましても、中央非常通信協議会平

成１７年度事業計画に基づき、第６３回春期全国非常通信訓練にて、広域災害によ

る被害を想定した多ルートによる伝達訓練や昨年度の自然災害の際、一部の情報通

信施設において不具合のあった非常用電源装置の整備・点検を取り入れた訓練を実

施したところであります。 

また、内閣府から、梅雨期及び台風期における防災態勢強化についての要請（別

添１）がされているところです。 

さらには、平成１７年７月７日、英国ロンドンにおいて同時多発テロが発生し、

より一層の国民の安全を確保するための対策強化が求められています。 

つきましては、この時期の台風や集中豪雨による被害及びテロ災害等に備えるた

め、災害時における通信の円滑な実施体制の確保に向けた対策を、下記に留意し、

関係する支社又は出先機関及び関係機関と緊密に連携を図りつつ実施していただき

ますようよろしくお願い致します。 

 

記 

 

１ 管理面・運用面から見た体制の再確認 

災害時において情報の収集・伝達を円滑に行うため、以下の項目について取り組

み、実際の災害時において適切な対応が取れるよう通信の管理面・運用面から見た

体制の整備促進に努めること。 

（１）夜間・休日等における災害等の発生を想定に入れた防災関係職員の適切な配

置及び連絡体制・非常参集体制の確認 

（２）無線局の機能維持の確保ための回線系統図、敷地平面図、無線設備系統図、

電源系統図等及び保安措置の再確認 

（３）移動系無線機（携帯無線機）の適切な配置の確認及びバッテリー等の整備・

点検 

（４）非常用電源装置及び非常通信ルート（他機関の通信網を利用した通信ルート）

を使用した定期的な通信訓練の実施 



 

 

２ 停電・浸水対策 

中央非常通信協議会平成１６年度事業報告（別添２）において、情報通信施設にお

ける非常用電源装置の不良・未整備等が多数あった結果を踏まえ、災害時における

通信の円滑な実施体制を確保するため、以下の非常用電源装置の整備・点検等に取

り組むこと。 

（１）非常用電源装置の設置 

（２）非常用電源装置の実負荷運転や電源系統図の確認等、災害時を想定した整備・

点検の実施 

（３）非常用電源装置の燃料の保存状態及び保存量の確認 

（４）非常用電源装置の起動を迅速かつ適切に行うための操作マニュアルの作成と

適切な配置 

（５）浸水被害を防止するための無線設備及び非常用電源装置の適切な場所への設   

置の確認 

なお、情報通信施設の停電対策に関しては、非常通信協議会より地方自治体及び構

成員等に配布しています「非常通信確保のためのガイド・マニュアル」（非常通信協

議会ホームページ＜http://www.tele.soumu.go.jp/j/hijyo/manual.htm＞よりダウ

ンロードすることも可能。）４３ページの「無線設備の停電・耐震対策のための指針」

等を参考にされたい。 

 

 

３ 非常通信計画の確認 

 災害時における、支社・出先機関等及び防災関係機関への連絡体制の確認を行う

こと。 

また、公衆回線の途絶・輻輳により公衆網を使用した通信が困難な場合を想定し、

平常時の自営通信網（施設等）を使用して行う連絡体制に加え、他機関の通信網（施

設等）を利用して支社・出先機関等との間で防災情報の収集・伝達を行う連絡体制

を整備するなど、通信路の多ルート化を推進し、災害時における通信の円滑な実施

体制の確保に取り組むこと。 
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                  （総務省総合通信基盤局長） 

                   会長   有冨 寛一郎 

 

 

台風、集中豪雨及びテロ災害等における非常通信の円滑な実施体制の確保について 

 

昨年度は地震、台風、集中豪雨等の自然災害が多発し、人命や財産等に多くの被

害があったことを踏まえ、非常通信協議会におきましても、中央非常通信協議会平

成１７年度事業計画に基づき、第６３回春期全国非常通信訓練にて、広域災害によ

る被害を想定した多ルートによる伝達訓練や昨年度の自然災害の際、一部の情報通

信施設において不具合のあった非常用電源装置の整備・点検を取り入れた訓練を実

施したところであります。 

また、内閣府から、梅雨期及び台風期における防災態勢強化についての要請（別

添１）がされているところです。 

さらには、平成１７年７月７日、英国ロンドンにおいて同時多発テロが発生し、

より一層の国民の安全を確保するための対策強化が求められています。 

つきましては、この時期の台風や集中豪雨による被害及びテロ災害等に備えるた

め、災害時における通信の円滑な実施体制の確保に向けた対応を、下記に留意し、

関係する地方自治体及び非常通信協議会構成員と緊密に連携を図りつつ実施してい

ただくようよろしくお願い致します。 

なお、災害時における通信の円滑な実施体制の確保に関する取り組みについては、

今後の地方非常通信協議会の事業計画などに反映するなど、継続して取り組まれま

すようお願い致します。 

記 

 

１ 管理面・運用面から見た体制の再確認 

災害時において情報の収集・伝達を円滑に行うため、以下の項目について、関係

する地方自治体及び非常通信協議会構成員と緊密に連携を図りつつ取り組み、実際

の災害時において適切な対応が取れるよう通信の管理面・運用面から見た体制の整

備促進に努めること。 

（１）夜間・休日等における災害等の発生を想定に入れた防災関係職員の適切な配

置及び連絡体制・非常参集体制の確認 

 



 

 

（２）無線局の機能維持の確保ための回線系統図、敷地平面図、無線設備系統図、

電源系統図等及び保安措置の再確認 

（３）移動系無線機（携帯無線機）の適切な配置の確認及びバッテリー等の整備・

点検 

（４）非常用電源装置及び非常通信ルート（他機関の通信網を利用した通信ルート）

を使用した定期的な通信訓練の実施 

 

 

２ 停電・浸水対策 

中央非常通信協議会平成１６年度事業報告（別添２）において、情報通信施設にお

ける非常用電源装置の不良・未整備等が多数あった結果を踏まえ、災害時における

通信の円滑な実施体制を確保するため、以下の非常用電源装置の整備・点検等に取

り組むこと。 

（１）非常用電源装置の設置 

（２）非常用電源装置の実負荷運転や電源系統図の確認等、災害時を想定した整備・

点検の実施 

（３）非常用電源装置の燃料の保存状態及び保存量の確認 

（４）非常用電源装置の起動を迅速かつ適切に行うための操作マニュアルの作成と

適切な配置 

（５）浸水被害を防止するための無線設備及び非常用電源装置の適切な場所への設   

置の確認 

なお、情報通信施設の停電対策に関しては、非常通信協議会より地方自治体及び構

成員等に配布しています「非常通信確保のためのガイド・マニュアル」（非常通信協

議会ホームページ＜http://www.tele.soumu.go.jp/j/hijyo/manual.htm＞よりダウ

ンロードすることも可能。）４３ページの「無線設備の停電・耐震対策のための指針」

等を参考にされたい。 

 

 

３ 非常通信計画の確認 

 関係する地方自治体及び非常通信協議会構成員に対し、災害時における、支社・

出先機関等及び防災関係機関への連絡体制の確認について改めて周知を行う。 

また、公衆回線の途絶・輻輳により公衆網を使用した通信が困難な場合を想定し、

平常時の自営通信網（施設等）を使用して行う連絡体制に加え、他機関の通信網（施

設等）を利用して支社・出先機関等との間で防災情報の収集・伝達を行う連絡体制

を整備するなど、地方非常通信ルートの策定を推進して通信路の多ルート化を図り、

災害時における通信の円滑な実施体制の確保に取り組むこと。 

 

 








